
附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
命
令
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第

一
号
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告

書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
命

令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
初
め
て
新
命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
に
係

る
会
計
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
命
令
に
規
定
す
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 



 
一 

新
命
令
の
規
定
を
適
用
し
て
業
務
報
告
書
を
作
成
す
る
最
初
の
事
業
年
度
（
以
下
「
適
用
初
年
度
」
と
い
う
。
）
の
期

首
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス
負
債
に
適
用
し
て
い
る
借
手
の
追
加
借
入
利
子
率
の
加
重
平
均 

 

二 

前
号
の
追
加
借
入
利
子
率
で
割
り
引
い
た
適
用
初
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
開
示
し
た
リ
ー
ス
（
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
を
除
く
。
）
の
未
経
過
リ
ー
ス
料
と
適
用
初
年
度
の
期
首
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス

負
債
と
の
差
額
の
説
明 


